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議案第１３３号 

徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を定めるについ

て 

特定任期付職員の給与について，次のとおり改正する。 

１ 給料月額の改正 

特定任期付職員の給料月額を次のとおり改正する。 

号給 改正案 現行 

１ 405,000円 392,000円 

２ 455,000円 440,000円 

３ 508,000円 492,000円 

４ 574,000円 555,000円 

５ 655,000円 634,000円 

６ 765,000円 740,000円 

７ 893,000円 864,000円 

２ 期末手当及び勤勉手当の支給割合の改正 

⑴ 期末手当の支給割合を１００分の９６．２５（現行 １００分の９５）と，勤勉

手当の支給割合を１００分の８８．７５（現行 １００分の８７．５）とする。 

⑵ 令和７年１２月に支給するものに限り，期末手当の支給割合を１００分の９７．

５と，勤勉手当の支給割合を１００分の９０とする。 

３ 施行期日等 

⑴ 公布の日から施行する。ただし，前記２の⑴については，令和８年４月１日から

施行する。 

⑵ 前記１については令和７年４月１日から，前記２の⑵については同年１２月１日

から適用する。 

 

議案第１３４号 

徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を定めるについて 

一般職の職員の給与について，次のとおり改正する。 

１ 給料月額の改正 

-1-



 

 

 

一般職の職員に適用される給料表に規定する給料月額を平均３．２４％増額改正す

る。 

２ 期末手当の支給割合の改正 

⑴ 期末手当の支給割合を１００分の１２６．２５（現行 １００分の１２５）とし，

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員については１００分の７１．２５（現

行 １００分の７０）とする。 

⑵ 令和７年１２月に支給する期末手当に限り，その支給割合を１００分の１２７．

５とし，定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員については１００分の７２．

５とする。 

３ 勤勉手当の支給割合の改正 

⑴ 勤勉手当の支給割合を１００分の１０６．２５（現行 １００分の１０５）とし，

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員については１００分の５１．２５（現

行 １００分の５０）とする。 

⑵ 令和７年１２月に支給する勤勉手当に限り，その支給割合を１００分の１０７．

５とし，定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員については１００分の５２．

５とする。 

４ 施行期日等 

⑴ 公布の日から施行する。ただし，前記２の⑴及び前記３の⑴については，令和８

年４月１日から施行する。 

⑵ 前記１については令和７年４月１日から，前記２の⑵及び前記３の⑵については

同年１２月１日から適用する。 

 

議案第１３５号 

徳島市職員の給与に関する条例及び教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の

一部を改正する条例を定めるについて 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の改正に伴い，次

のとおり改正する。 

１ 教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正 

⑴ 業務量管理・健康確保措置実施計画の策定 

教育委員会は，教育職員に係る業務量管理・健康確保措置の内容及びその実施に
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より達成しようとする目標等を定めた計画を策定し，これを公表するものとする。 

⑵ 教職調整額の改正 

高等学校及び幼稚園の教育職員であって適用される給料表の職務の級が１級，２

級又は３級である者に対し支給する教職調整額について，次のとおり改正する。 

ア 指導改善研修被認定者については，教職調整額を支給しないこととする。 

イ 高等学校の教育職員に支給する教職調整額を，次のとおり段階的に引き上げる。 

期間 教職調整額 

現行 給料月額の100分の4に相当する額 

令和8年1月1日から同年12月31日まで 給料月額の100分の5に相当する額 

令和9年1月1日から同年12月31日まで 給料月額の100分の6に相当する額 

令和10年1月1日から同年12月31日まで 給料月額の100分の7に相当する額 

令和11年1月1日から同年12月31日まで 給料月額の100分の8に相当する額 

令和12年1月1日から同年12月31日まで 給料月額の100分の9に相当する額 

令和13年1月1日以降 給料月額の100分の10に相当する額 

２ 徳島市職員の給与に関する条例の一部改正 

⑴ 給与月額に加算する額の改正 

教育職給料表（一）の適用を受ける職員のうち，その職務の級が４級である者に

対し行う給与月額への加算について，次のとおり改正する。 

ア 対象となる職員に，その職務の級が５級である者を加える。 

イ 加算する額を，職務の級に応じ，次のとおり段階的に引き上げる。 

期間 
給与月額に加算する額 

４級 ５級 

現行 7,700円 なし 

令和8年1月1日から同年12月31日まで 11,500円 3,800円 

令和9年1月1日から同年12月31日まで 15,400円 7,700円 

令和10年1月1日から同年12月31日まで 19,200円 11,500円 

令和11年1月1日から同年12月31日まで 23,000円 15,300円 

令和12年1月1日から同年12月31日まで 26,900円 19,200円 

令和13年1月1日以降 30,700円 23,000円 

⑵ 高等学校教員特別手当の改正 

高等学校に勤務する教育職員に対し支給する高等学校教員特別手当について，上

限額を８，６００円（現行 ８，０００円）に引き上げるとともに，支給月額を校

務の種類に係る業務の困難性その他の事情を考慮して決定することとする。 
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３ 施行期日等 

⑴ 令和８年１月１日から施行する。ただし，前記１の⑴については，同年４月１日

から施行する。 

⑵ 所要の経過措置を講ずる。 

 

議案第１３６号 

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を定めるについて 

１ 教育特殊業務手当の改正 

徳島県学校職員の特殊勤務手当の見直しに伴い，高等学校に勤務する職員の教育特

殊業務手当について，次のとおり改める。 

区分 改正案 現行 

学校の管理下

において行う

非常災害時等

の困難な緊急

業務 

生徒の保護又は緊急

の防災若しくは復旧 
変更なし 日額 8,000円 

上記のうち被害が甚

大な非常災害時の学

校施設等に避難して

いる生徒の救援業務 

変更なし 日額 16,000円 

生徒の負傷，疾病等

に伴う救急 
日額 8,000円 日額 7,500円 

生徒に対する緊急の

補導 
日額 8,000円 日額 7,500円 

修学旅行等の引率 変更なし 日額 5,100円 

対外運動競技等の引率 変更なし 日額 5,100円 

週休日等に行う部活動 変更なし 日額 3,600円 

入学試験の採点 変更なし 時間額 220円 

主任等の業務 変更なし 日額 200円 

２ 施行期日 

令和８年１月１日から施行する。 

 

-4-



  



 


